
 

 

 

 

2024（令和 6）年度 

日高村水質検査計画 
 

 

 
 

水質検査計画とは                       

 

水質検査は、水道水の安全性を確保するために不可欠なものであり、水道における水質

管理の中核をなすものです。日高村では、住民の皆さまに安全でおいしい水を飲んでいた

だくために、水源から浄水処理工程を経て、各家庭等の給水栓（蛇口）に至るまで定期的

にきめ細かな水質検査を行い、水道水の水質管理に万全を期しています。 

水質検査計画とは、この検査を「どの場所で」「どのような項目について」「どれくら

いの頻度で」行うかなどを、その根拠とともに表したものです。 
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1. 基本方針                           

水道水質基準に適合した安全な水道水を送ることは水道事業の大切な使命です。そのた

めに必要な水質検査について水質検査計画を策定し、公表することが法令により定められ

ています。日高村では、水道法施行規則第 15 条第６項に基づき、毎事業年度の開始前に

水質検査計画を策定し、皆様に公表するとともにこの計画に基づいて水質検査を実施しま

す。 

2. 水道事業の概要                       

(1)給水状況 

 

 日高村簡易水道 

行政区域内総人口 4,823 人 

給水人口 4,823 人 

給水戸数 2,449 戸 

水道普及率 100% 

年間給水量 1,141,941 ｍ³ 

一日平均給水量 3,128 ｍ³ 

                      （令和５年３月末現在） 

 

(2)水源の名称、水源の種別及び浄水処理方法 

 

 

日高村簡易水道 

中央地区 

清流の里地区 

江尻第 1 水源 江尻第 2 水源※ 

水源の種別 仁淀川伏流水 地下水 仁淀川伏流水 

浄水処理方法 塩素処理 塩素処理 

※令和６年３月末現在休止中  



 

 2

3. 原水及び浄水の水質状況                 

日高村の水源は仁淀川水系からの伏流水と地下水を取水し、原水としています。そのた

め、水質は良好で安定しています。また、浄水についても水質基準を下回っており、安全

で良好な水であるといえます。概要は下表のとおりです。 

 

施設名 

日高村簡易水道 

中央地区 清流の里地区 

水源の種別 仁淀川伏流水・地下水 仁淀川伏流水 

原水 

 

水源～浄水場 

考えられる 

汚染要因 

降雨等による濁水発生 

地質由来のマンガン  
降雨等による濁水発生 

水質管理上の 

注意項目 

濁度・色度 

マンガン及びその化合物 
濁度 

浄水 

 

浄水場～給水栓 

使用薬品・ 

資機材 
次亜塩素酸ナトリウム 次亜塩素酸ナトリウム 

課 

題 

事 

項 

原因 古い水道管による鉄サビ 古い水道管による鉄サビ 

対策 新しい水道管への布設替 新しい水道管への布設替 

留 

意 

事 

項 

原因 残留塩素による臭気 残留塩素による臭気 

対策 毎日検査で調整 毎日検査で調整 

 

4. 採水地点・検査項目・検査頻度及びその理由       

基本方針及び水源の特徴を踏まえて、水質検査項目、検査頻度を決定しました。採水は

原則として給水栓（蛇口）で行います。 

(1) 採水地点 

1)給水栓（蛇口） 

各浄水場の水源系統ごとに、水質基準項目の検査（毎月検査）を行います。また、

１日１回行う検査（色及び濁り並びに消毒の残留効果）は、現地に設置している水質

自動計器や、公共施設及び担当課職員の家庭の蛇口から採水します。 

 

2)原水 

水源水質を確認するため、各水道施設入口（取水井）で行います。 

 

(2) 水質検査項目 

1)毎日検査 

色、濁り、及び消毒の残留効果（遊離残留塩素）の検査は、水道法に基づき１日１

回の検査を行います。 
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2)毎月検査 

法令によって定められた水質基準項目について検査を行います。 

  

3)水質管理上必要な項目 

水質管理上注意すべきとされている水質管理目標設定項目及び独自の項目について

も実施することとします。 

水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針に基づき、原水の指標菌の検査を行

います。  

 

(3) 検査頻度 

水道法では水質基準項目に関して、概ね１か月に１回以上必ず検査することが義務

づけられている項目と、概ね３か月に１回以上の検査を原則としつつ水源水質の状況

に応じて１年に１回以上あるいは３年に１回以上に検査頻度を省略することが可能な

項目とに分類されています。日高村では水質基準項目、水質管理目標設定項目、その

他独自の項目について、過去の検査結果、季節変動、最近の水質状況を考え、検査の

頻度を決定しました。 

中央地区江尻第２水源は現在取水を停止しており、休止中です。水源については計

画に基づく検査は実施しませんが、再度取水を行う場合は臨時の検査を実施の上、取

水を行います。 

（詳細は、10.資料のとおり） 

5. 水質検査方法                        

水質基準項目については、「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定め

る方法」(平成 15 年 7 月 22 日厚生労働省告示第 261 号)により検査し、水質管理目標設定 

項目については厚生労働省水道課長通知による方法、その他水質管理上必要な項目につい

ては「上水試験方法」(日本水道協会発行)等に従って検査を実施します。  

 

6. 臨時の水質検査                       

水源等で、以下のような水質変化及び状況となり、浄水処理等で対応できず、給水栓水

が汚染される可能性がある場合、直ちに実施し、安全性が確認されるまで行います。 

 

1) 水源の水質が著しく悪化したとき 

・不明の原因によって色及び濁りに著しい変化が生じた場合 

・集中豪雨、洪水、渇水のとき 

2) 水源に異常が認められるとき 

・臭気又は味に著しい変化が生じた場合 

・魚が死んで多数浮上した場合 

3) 水源付近、給水区域及びその周辺で水系感染症が発生しているとき 

・クリプトスポリジウム等による水系感染症が発生している場合 

4) 浄水過程に異常があったとき 

5) 配水管の大規模な工事、その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき 

6) その他、特に必要があると認められるとき 
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7. 水質検査の自己/委託の区分                

(1) 毎日検査 

色、濁り、消毒の残留効果については、日高村役場建設課が行います。 

 

(2) 毎月検査 

採水は日高村役場建設課が行い、水質検査から検査結果報告書発行までの業務は

「水道事業の広域連携に関する協定」に基づき、高知市上下水道局に委託します。 

8. 水質検査計画及び検査結果の公表            

安全でおいしい水を提供するために、水質検査計画を毎年度策定し､水質検査計画書と

して建設課で閲覧できるほか、日高村ホームページで公表します。 

水質検査結果についても同様にして公表します。また、広報誌でも随時公表していく予

定をしております。 

検査計画、検査結果につきましては、下図のような流れで、住民の皆様の声を反映させ

て、より安全でおいしい水を提供することを目指します。皆様からのご質問やご意見を、

郵便、ファックス、電子メール等により募集いたします。 

ご意見につきましては取りまとめの上、次年度以降の水質検査計画に反映していきま

す。 
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9. その他の留意事項                      

(1) 水質検査結果の評価及び水質検査計画の見直し 

過去の検査結果や水質基準値との比較により水質検査結果を評価します。水質が悪

化する傾向のある水源については検査項目、頻度を増やすなど次年度の水質検査計画

の見直しを行います。 

 

(2) 関係者との連携 

水質汚染事故発生時には、高知県、高知市上下水道局、他市町村、国等の関係機関

との情報交換を図りながら調査を行い事故への対処を行います。 
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10. 資料                            

(1) 水質検査予定地点  

 
 

中央地区  

清流の里地区  

毎日検査地点  

給水栓検査地点  

原水検査地点  
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 (2) 検査項目一覧 

番号 検査項目 51項目 23項目 13項目 39項目 PFOS,PFOA 指標菌

基01 一般細菌 ○ ○ ○ ○ −

基02 大腸菌 ○ ○ ○ ○ ○

基03 カドミウム及びその化合物 ○ − − ○ −

基04 水銀及びその化合物 ○ − − ○ −

基05 セレン及びその化合物 ○ − − ○ −

基06 鉛及びその化合物 ○ − − ○ −

基07 ヒ素及びその化合物 ○ − − ○ −

基08 六価クロム化合物 ○ − − ○ −

基09 亜硝酸態窒素 ○ ○ ○ ○ −

基10 シアン化合物及び塩化シアン ○ − − ○ −

基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ○ ○ ○ ○ −

基12 フッ素及びその化合物 ○ ○ ○ ○ −

基13 ホウ素及びその化合物 ○ − − ○ −

基14 四塩化炭素 ○ − − ○ −

基15 １,４－ジオキサン ○ − − ○ −

基16
シス－１,２－ジクロロエチレン及び
トランス－１,２－ジクロロエチレン

○ − − ○ −

基17 ジクロロメタン ○ − − ○ −

基18 テトラクロロエチレン ○ − − ○ −

基19 トリクロロエチレン ○ − − ○ −

基20 ベンゼン ○ − − ○ −

基21 塩素酸 ○ ○ ○ − −

基22 クロロ酢酸 ○ ○ − − −

基23 クロロホルム ○ ○ − − −

基24 ジクロロ酢酸 ○ ○ − − −

基25 ジブロモクロロメタン ○ ○ − − −

基26 臭素酸 ○ ○ − − −

基27 総トリハロメタン ○ ○ − − −

基28 トリクロロ酢酸 ○ ○ − − −

基29 ブロモジクロロメタン ○ ○ − − −

基30 ブロモホルム ○ ○ − − −

基31 ホルムアルデヒド ○ ○ − − −

基32 亜鉛及びその化合物 ○ − − ○ −

基33 アルミニウム及びその化合物 ○ − − ○ −

基34 鉄及びその化合物 ○ − − ○ −

基35 銅及びその化合物 ○ − − ○ −

基36 ナトリウム及びその化合物 ○ − − ○ −

基37 マンガン及びその化合物 ○ − − ○ −

基38 塩化物イオン ○ ○ ○ ○ −

基39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） ○ − − ○ −

基40 蒸発残留物 ○ − − ○ −

基41 陰イオン界面活性剤 ○ − − ○ −

基42 ジェオスミン ○ − − ○ −

基43 2-メチルイソボルネオール ○ − − ○ −

基44 非イオン界面活性剤 ○ − − ○ −

基45 フェノール類 ○ − − ○ −

基46 有機物（全有機炭素（TOC）の量） ○ ○ ○ ○ −

基47 pH値 ○ ○ ○ ○ −

基48 味 ○ ○ ○ − −

基49 臭気 ○ ○ ○ ○ −

基50 色度 ○ ○ ○ ○ −

基51 濁度 ○ ○ ○ ○ −

目31
ペルフルオロオクタンスルホン酸

及びペルフルオロオクタン酸
− − − − 〇 −

嫌気性芽胞菌 − − − − ○
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2024（令和 6）年度 日高村水質検査計画 

 

—————————————————————水質検査計画に関するお問い合わせ先—————————————————— 

日高村役場建設課 

        《所 在 地》 〒781-2194  

               高知県高岡郡日高村本郷 61 番地 1 

        《T E L》 0889-24-5114 

        《F A X》 0889-24-4793 

        《ホームページ》 https://www.vill.hidaka.kochi.jp 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


